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事 業 報 告 書

令和２年度

自令和 ２年 ４月 １日

至令和 ３年 ３月３１日

１ 事業の概要

（１）当協会を巡る情勢

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により首都圏を始めとして各

地に緊急事態宣言が発令されるなど、国民の生活に大きな影響を及ぼすこととな

りました。当協会においても、政府の要請に基づき在宅勤務や時差出勤により感

染防止に適切に対応しました。

新型コロナウイルス感染症は、魚価の下落等により漁業等へも大きな影響を及ぼし

ていることから、水産庁では３次に亘り補正予算を編成するなど各種の支援策を講じ

ており、当協会においても政府の要請による償還期限の延長や保証料免除を行うとと

もに、ＪＦマリンバンクと連携してコロナ対策長期運転資金を創設し保証対応を行う

ことにより漁業者等の支援に努めて参りました。

このような中、平成３１年４月の二次合併に続き、令和２年１０月１日に青森県

漁業信用基金協会と合併し、３８支所を擁する名実ともに全国規模の協会となりまし

た。組織の拡大による本所と支所及び支所間の意思疎通の円滑化を図るため、理事会

を６回開催したほか、全体会議を３回、ブロック会議を２回、所長（運営委員長）会

議を４回、職員会議を１回開催しました。

企画委員会では、経営理念の達成に向け、アクションプログラムに基づき、組織等

検討小委員会、業務等検討小委員会、人事・給与等検討小委員会において、各種検討

課題に取り組み、支所の組織体制や役員定数の見直し、与信審査の手引、職員給与の

統一等の検討を行いました。

このうち、役員定数の見直しについては、理事会の民主的かつ合理的な運営を図る

ための喫緊の課題と位置付け、正副理事長会議及び本所企画推進室を中心とする作業

部会において見直し案の検討を進め、ブロック会議等において提示した見直し案に対

する各支所からの意見を踏まえた上で作成された「役員選任に係るブロック再編案」

と「役員定数削減案」が第６回理事会で承認されました。

また、与信審査の手引については、農林中央金庫と協調して共通編、融資機関編、

保証機関編を作成することとし、令和３年６月の理事会において承認を得て活用する

こととしています。

更に、職員給与の統一については、令和３年４月１日付で職員等就業規程及び職員

給与規程等の関係諸規程を全国共通規程として制定することとしました。
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（２） 主要な事業活動の内容及び成果 

 

 

① 会員及び出資金について 

 

会員数は、青森県協会の合併により４６３会員、加入により３１４会員が増加する

一方、任意脱退等により４７４会員が減少し、年度末会員数は８，２９３会員とな

り、前年度に比較して３０３会員（３．８％）の増加となりました。 

出資金は、青森県協会の合併により２，４２８，２５０千円、加入等により 

１，０２１，３５０千円が増加する一方、脱退会員への払戻や出資口数の減少によ

り９３８，８００千円が減少し、年度末出資金は４５，８６４，５００千円となり、

前年度に比較して２，５１０，８００千円（５．８％）の増額となりました。 

 

② 保証業務について 

 

保証引受は、青森県協会の合併による増加を含め、前年度に比較して１,１７２件

（２３．２％）、１７，８３２，９０８千円（３３．６％）増加し、６，２１７件、 

７０，８５６，１６９千円の実績となりました。 

年度末保証残高は、青森県協会の合併による受入７５５件、４，２８１，３２２千

円を含め、前年度に比較して１，２４８件（５．３％）、１８，６８９，６２９千円

（１１．３％）増加し、２４，５８６件、１８３，９７７，６９３千円となりまし

た。 

 

③ 代位弁済及び求償権について 

 

代位弁済は、１２９件発生し、代位弁済額は８７９，９６９千円となりました。 

回収については、９３件、６１５，７１４千円の実績となり、償却については、償

却基準に合致した５０９件、６，１７６，３１３千円を実施したことにより、年度末

求償権残高は前年度に比較して３９８件（９．０％）、５，１１２，７８４千円 

（１３．２％）減少し、４，０４２件、３３，５０３，４００千円となりました。 

なお、これらの数値は、青森県協会を合算したものとなります。  

 

④  収支状況について 

 

我が国の水産業を巡る環境及び資金運用環境が依然として厳しい中で、諸計画の達

成に注力して参りました。この結果、保証債務計画についてはすべて計画を上回る実

績となり、保証収支は５３５，６８４千円の黒字を計上しました。 

財務収支については業務の効率化等に努めた結果、当期経常利益金６２９，１５０

千円を計上することができましたが、保有する有価証券の価格下落により減損処理を

行ったことから、１，２４４，０１４千円の当期損失金を計上することとなりまし

た。 

 

 

今後も国の施策による事業への積極的な対応や系統金融機関との連携を更に深め、漁業

近代化資金はもとより生活関連資金等の保証伸張を図るとともに、より適切な資金運用に

努め、経営の健全性の確保に万全を期して参ります。 
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（２）主要な事業活動の内容及び成果

① 会員及び出資金について

会員数は、青森県協会の合併により４６３会員、加入により３１４会員が増加する

一方、任意脱退等により４７４会員が減少し、年度末会員数は８，２９３会員とな

り、前年度に比較して３０３会員（３．８％）の増加となりました。

出資金は、青森県協会の合併により２，４２８，２５０千円、加入等により

１，０２１，３５０千円が増加する一方、脱退会員への払戻や出資口数の減少によ

り９３８，８００千円が減少し、年度末出資金は４５，８６４，５００千円となり、

前年度に比較して２，５１０，８００千円（５．８％）の増額となりました。

② 保証業務について

保証引受は、青森県協会の合併による増加を含め、前年度に比較して１ １７２件

（２３．２％）、１７，８３２，９０８千円（３３．６％）増加し、６，２１７件、

７０，８５６，１６９千円の実績となりました。

年度末保証残高は、青森県協会の合併による受入７５５件、４，２８１，３２２千

円を含め、前年度に比較して１，２４８件（５．３％）、１８，６８９，６２９千円

（１１．３％）増加し、２４，５８６件、１８３，９７７，６９３千円となりまし

た。

③ 代位弁済及び求償権について

代位弁済は、１２９件発生し、代位弁済額は８７９，９６９千円となりました。

回収については、９３件、６１５，７１４千円の実績となり、償却については、償

却基準に合致した５０９件、６，１７６，３１３千円を実施したことにより、年度末

求償権残高は前年度に比較して３９８件（９．０％）、５，１１２，７８４千円

（１３．２％）減少し、４，０４２件、３３，５０３，４００千円となりました。

なお、これらの数値は、青森県協会を合算したものとなります。

④ 収支状況について

我が国の水産業を巡る環境及び資金運用環境が依然として厳しい中で、諸計画の達

成に注力して参りました。この結果、保証債務計画についてはすべて計画を上回る実

績となり、保証収支は５３５，３７５千円の黒字を計上しました。

財務収支については業務の効率化等に努めた結果、当期経常利益金６２９，１５０

千円を計上することができましたが、保有する有価証券の価格下落により減損処理を

行ったことから、１，２４４，０１４千円の当期損失金を計上することとなりまし

た。

今後も国の施策による事業への積極的な対応や系統金融機関との連携を更に深め、漁業

近代化資金はもとより生活関連資金等の保証伸張を図るとともに、より適切な資金運用に

努め、経営の健全性の確保に万全を期して参ります。

２ 過去３年間以上の事業成績及び財務の状況の推移並びにこれらについての説明

（金額単位：千円）

項 目 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度

（本年度）

経常利益

当期利益 △

総資産

現金及び預金

有価証券

国債

その他

求償権

保証債務見返

（注）１ 金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があ

ります。（以下３から１２において同じ。）

３ 総会の開催状況及び議事の概要

通常、

臨時の

別

開 催

年月日

開催日

現 在

会員数

総 会 出 席 会 員 議 事

員数 口数
代 理

議決数

書 面

議決数
計 事 項

可決、

否決の別

通常

名

口

名

口

名

口

名

口

名

口

第１号議案

令和元年度事業報

告書、財産目録、貸

借対照表、損益計算

書及び剰余金処分

案の承認について

第２号議案

令和２年度事業計

画の設定について

第３号議案

吸収合併の承認に

ついて

第４号議案

合併仮契約書の承

認について

可決

可決

可決

可決

− 3 −



合 計 １回

第５号議案

合併基準日現在の

財産目録及び貸借

対照表の承認につ

いて

第６号議案

令和２年度役員報

酬について

第７号議案

理事４０名の選任

について

第８号議案

監事３７名の選任

について

第９号議案

増員理事１名の選

任について

第１０号議案

増員監事１名の選

任について

第１１号議案

役職退任慰労金の

支給について

第１２号議案

定款の一部改正に

ついて

第１３号議案

規約の一部改正に

ついて

附帯決議案

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

４ 重要な事項の議決状況

年 月 日 重 要 な 事 項

令和２年５月１４日

第１回理事会

第１号議案 令和元年度事業報告書、財産目録、貸借対照

表、損益計算書及び剰余金処分案の監事及び

公認会計士又は監査法人への提出について

令和２年５月２７日

第１回本所監査会

（１）令和元年度決算に係る本所監査

令和２年６月３日

役員推薦会議

（１）議長の互選及び委員の順位について

（２）新役員の推薦について
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合 計 １回

第５号議案

合併基準日現在の

財産目録及び貸借

対照表の承認につ

いて

第６号議案

令和２年度役員報

酬について

第７号議案

理事４０名の選任

について

第８号議案

監事３７名の選任

について

第９号議案

増員理事１名の選

任について

第１０号議案

増員監事１名の選

任について

第１１号議案

役職退任慰労金の

支給について

第１２号議案

定款の一部改正に

ついて

第１３号議案

規約の一部改正に

ついて

附帯決議案

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

４ 重要な事項の議決状況

年 月 日 重 要 な 事 項

令和２年５月１４日

第１回理事会

第１号議案 令和元年度事業報告書、財産目録、貸借対照

表、損益計算書及び剰余金処分案の監事及び

公認会計士又は監査法人への提出について

令和２年５月２７日

第１回本所監査会

（１）令和元年度決算に係る本所監査

令和２年６月３日

役員推薦会議

（１）議長の互選及び委員の順位について

（２）新役員の推薦について

年 月 日 重 要 な 事 項

令和２年６月４日

第１回監事会

第１号議案 令和元年度決算に係る監査意見書の取りまと

めについて

令和２年６月５日

第２回理事会

第１号議案 令和２年度通常総会の招集について

第２号議案 令和２年度通常総会附議事項について

第１号議案 令和元年度事業報告書、財産

目録、貸借対照表、損益計算書

及び剰余金処分案の承認につ

いて

第２号議案 令和２年度事業計画の設定に

ついて

第３号議案 吸収合併の承認について

第４号議案 合併仮契約書の承認について

第５号議案 合併基準日現在の財産目録及

び貸借対照表の承認について

第６号議案 令和２年度役員報酬について

第７号議案 理事４０名の選任について

第８号議案 監事３７名の選任について

第９号議案 増員理事 名の選任について

第１０号議案 増員監事１名の選任について

第１１号議案 役員退任慰労金の支給につい

て

第１２号議案 定款の一部改正について

第１３号議案 規約の一部改正について

附帯決議案

第３号議案 令和２年度個人情報内部点検計画について

第４号議案 ＪＦＭＢコロナ対策長期資金への対応について

第５号議案 ア号資金削減への対応について

令和２年６月１９日

第１回本所保証審査委員会

（１）大阪支所における保証案件の審査について

令和２年６月３０日

令和２年度通常総会

第１号議案 令和元年度事業報告書、財産目録、貸借対

照表、損益計算書及び剰余金処分案の承認

について

第２号議案 令和２年度事業計画の設定について

第３号議案 吸収合併の承認について

第４号議案 合併仮契約書の承認について

第５号議案 合併基準日現在の財産目録及び貸借対照表

の承認について

第６号議案 令和２年度役員報酬について

第７号議案 理事４０名の選任について

第８号議案 監事３７名の選任について

第９号議案 増員理事 名の選任について

第１０号議案 増員監事１名の選任について

第１１号議案 役員退任慰労金の支給について

第１２号議案 定款の一部改正について

第１３号議案 規約の一部改正について

附帯決議案
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年 月 日 重 要 な 事 項

令和２年７月１日

第３回理事会

第１号議案 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の

互選について

第２号議案 副理事長の順位について

第３号議案 理事の順位について

第４号議案 理事の報酬について

第５号議案 従たる事務所の設置について

令和２年７月１日

第２回監事会

第１号議案 副代表監事の互選について

第２号議案 代表監事の互選について

第３号議案 副代表監事の順位について

第４号議案 監事の報酬について

第５号議案 本所の定期監査について

令和２年７月６日

第２回本所保証審査委員会

（１） 委員長及び副委員長の互選について

（２） 三重支所における保証案件の審査について

令和２年８月２５日

第３回本所保証審査委員会

（１） 静岡支所における保証案件の審査について

（２） 京都支所における保証案件の審査について

令和２年９月２４日

第４回本所保証審査委員会

（１）三重支所における保証案件の審査について

令和２年１０月１日

第４回理事会

第１号議案 理事の順位について

第２号議案 諸規程の制定について（青森支所）

令和２年１０月２６日

第２回本所監査会

（１） 法令、定款及び諸規程類の遵守

（２） 役職員に関する事項

（３） 事業計画の遂行及び業務の執行に関する事項

（４） その他監事が必要と認める事項

（５） 令和２年度上期における会計経理に関する事項

（６） 令和２年度上期仮決算諸表、貸借対照表及び損益

計算書

令和２年１１月１２日

第３回監事会

第１号議案 令和２年度仮決算における貸借対照表及び損

益計算書について

第２号議案 監事による監査の結果に関する事項について

第３号議案 仮決算における経過勘定科目の計上について

第４号議案 監査会の対応について

令和２年１１月１２日

第５回理事会

第１号議案 令和２年度仮決算の承認について

第２号議案 ア号資金返納に係る支所の負担額について

第３号議案 （独）農林漁業信用基金助成金の支所への配

分額について

第４号議案 ウ号資金の配分について

第５号議案 （独）農林漁業信用基金から払戻しを受けた

協会出資金の有効活用について

第６号議案 役員選任に係るブロックの再編について

第７号議案 令和２年度個人情報内部点検計画について

（青森支所）

令和２年１２月１０日

第５回本所保証審査委員会

（１） 兵庫支所における保証案件の審査について

（２） 京都支所における保証案件の審査について
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年 月 日 重 要 な 事 項

令和２年７月１日

第３回理事会

第１号議案 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の

互選について

第２号議案 副理事長の順位について

第３号議案 理事の順位について

第４号議案 理事の報酬について

第５号議案 従たる事務所の設置について

令和２年７月１日

第２回監事会

第１号議案 副代表監事の互選について

第２号議案 代表監事の互選について

第３号議案 副代表監事の順位について

第４号議案 監事の報酬について

第５号議案 本所の定期監査について

令和２年７月６日

第２回本所保証審査委員会

（１） 委員長及び副委員長の互選について

（２） 三重支所における保証案件の審査について

令和２年８月２５日

第３回本所保証審査委員会

（１） 静岡支所における保証案件の審査について

（２） 京都支所における保証案件の審査について

令和２年９月２４日

第４回本所保証審査委員会

（１）三重支所における保証案件の審査について

令和２年１０月１日

第４回理事会

第１号議案 理事の順位について

第２号議案 諸規程の制定について（青森支所）

令和２年１０月２６日

第２回本所監査会

（１） 法令、定款及び諸規程類の遵守

（２） 役職員に関する事項

（３） 事業計画の遂行及び業務の執行に関する事項

（４） その他監事が必要と認める事項

（５） 令和２年度上期における会計経理に関する事項

（６） 令和２年度上期仮決算諸表、貸借対照表及び損益

計算書

令和２年１１月１２日

第３回監事会

第１号議案 令和２年度仮決算における貸借対照表及び損

益計算書について

第２号議案 監事による監査の結果に関する事項について

第３号議案 仮決算における経過勘定科目の計上について

第４号議案 監査会の対応について

令和２年１１月１２日

第５回理事会

第１号議案 令和２年度仮決算の承認について

第２号議案 ア号資金返納に係る支所の負担額について

第３号議案 （独）農林漁業信用基金助成金の支所への配

分額について

第４号議案 ウ号資金の配分について

第５号議案 （独）農林漁業信用基金から払戻しを受けた

協会出資金の有効活用について

第６号議案 役員選任に係るブロックの再編について

第７号議案 令和２年度個人情報内部点検計画について

（青森支所）

令和２年１２月１０日

第５回本所保証審査委員会

（１） 兵庫支所における保証案件の審査について

（２） 京都支所における保証案件の審査について

年 月 日 重 要 な 事 項

令和３年２月１８日

第１回

所長及び運営委員長会議

議 題

（１）令和２年度第６回理事会の議事及び報告事項（予定）

について主な議案について説明

① 役員選任に係るブロックの再編について

② 役員定数の削減について

③ 保証料率軽減に伴う本所補填金額の算出方法につ

いて

④ 職員給与統一及び関係諸規程の制定について

⑤ ユニゾホールディングス社債に係る減損処理につ

いて

⑥ 有価証券の運用実績について

⑦ 有価証券運用益配賦の考え方

⑧ 令和２年度本所への負担金について

⑨ 令和３年度本所への負担金について

（２）その他

支所からの報告事項

（１）運営委員会の開催状況

（２）その他

令和３年３月１６日

第６回理事会

第１号議案 求償権の償却について

第２号議案 管理事務の停止について

第３号議案 役員選任に係るブロックの再編について

第４号議案 役員定数の削減について

第５号議案 保証料率軽減に伴う本所補填金額の算出方法

について

第６号議案 職員給与統一及び関係諸規程の制定について

第７号議案 ユニゾホールディングス社債に係る減損処理

について

第８号議案 令和２年度本所への負担金について

令和３年３月１６日

第４回監事会

第１号議案 令和３年度監査計画について

第２号議案 令和２年度決算監査に係る監査人の選任につ

いて
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５　会員及び出資金の増減

道 府 県

市 町 村

小　　計

単 協

生 産 組 合

漁連（信漁連を除く）

加 工 組 合

小　 計

漁業者・漁業従事者（個人）

漁　　業　　者　　（法人）

加　工　業　者　　（個人）

加　工　業　者　　（法人）

水 産 振 興 公 益 法 人

協 同 会 社

任 意 団 体

小　　計

信 漁 連

そ の 他

小　 計

（注）
１　「漁業者」とは、法第２条第１項第１号中の「漁業を営む個人」を、「漁業従事者」とは、同号中の「漁業に従事する個人」をいいます。以下同じ。
２　「近代化資金」とは、漁業近代化資金融通法（昭和４４年法律第５２号）第２条第３項に規定する漁業近代化資金をいいます。以下同じ。
３　「一般資金等」とは、近代化資金以外の中小漁業者等の事業又は生活に必要な資金をいいます。以下同じ。
４　「金融公庫資金」とは、組合が、株式会社日本政策金融公庫から株式会社日本政策金融公庫法（平成１９年法律第５７号）別表第一第８号ヨからソまで、ネ若しくはナに掲げる資金若しくは水産加工業
　施設改良資金融通臨時措置法（昭和５２年法律第９３号）第１項に規定する資金の貸付けを受け、又は沖縄振興開発金融公庫から沖縄振興開発金融公庫法施行令（昭和４７年政令第１８６号）第２条
　第１号ヨからネまで若しくは第１８号に掲げる資金の貸付けを受け、その貸付けの目的に従い、かつ、その貸付けと同一の条件で中小漁業者等に対して貸し付ける資金のうち、水産動植物の採捕又は養殖
  の事業を営む者に対して貸し付ける資金をいいます。以下同じ。
５　一般緊急融資資金又は借替緊急融資資金の欄中の（　）内には、一般緊急融資資金又は借替緊急融資資金に係る保証債務の弁済に伴う金融機関からの特別出資の額を内書きしています。
６　「信漁連」とは、信用事業を実施する漁業協同組合連合会をいいます。以下同じ。
７　「水産振興公益法人」とは中小漁業融資保証法施行令（昭和２８年政令第１６号）第１条第１号に、「協同会社」とは同条第２号に、「任意団体」とは同条第３号にそれぞれ規定する者をいいます。
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資
金

そ
の
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一
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資
金

合　　　　　　　計

金
　
融
　
機
　
関

そ
の
他

水
産
業
協
同
組
合

近
代
化

資
　
金

一
般
資
金

副
保
証

小
計

促
進
資
金

区　　　　　分

前　　　　　　年　　　　　　度　　　　　　末　　　　　　現　　　　　　在 合　　　　　　併　　　　　　受　　　　　　入　　　　　　残　　　　　　高

会
員
数

金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額

近
代
化

資
　
金

一　　　般　　　資　　　金　　　等

金
融
公
庫

資
　
　
金

経
営
改
善

一
般
緊
急

融
資
資
金

借
替
緊
急

地
　
　
方

公
共
団
体

促
進
資
金

一　　　般　　　資　　　金　　　等

計
融
資
資
金

借
替
緊
急

融
資
資
金

そ
の
他

一
般
緊
急

会
員
数

金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額

金
融
公
庫

資
　
　
金

経
営
改
善
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（金額単位：千円）

４　「金融公庫資金」とは、組合が、株式会社日本政策金融公庫から株式会社日本政策金融公庫法（平成１９年法律第５７号）別表第一第８号ヨからソまで、ネ若しくはナに掲げる資金若しくは水産加工業

　第１号ヨからネまで若しくは第１８号に掲げる資金の貸付けを受け、その貸付けの目的に従い、かつ、その貸付けと同一の条件で中小漁業者等に対して貸し付ける資金のうち、水産動植物の採捕又は養殖

一
般
緊
急

合　　　　　　併　　　　　　受　　　　　　入　　　　　　残　　　　　　高

金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額

一　　　般　　　資　　　金　　　等

計副
保
証

小
計

近
代
化

一　　　般　　　資　　　金　　　等

金
融
公
庫

資
　
　
金

経
営
改
善

促
進
資
金

会
員
数

金
額

副
保
証

小
計

融
資
資
金

借
替
緊
急

融
資
資
金

そ
の
他

一
般
資
金

金
額

金
額

金
額

資
　
金

本　年　度　増　加 本　年　度　減　少 本　　　　　　年　　　　　　度　　　　　　末　　　　　　現　　　　　　在

加　　　入
出資口数

計 脱　　　退
出資口数

計

会
員
数

金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額
の 増 加 の 減 少

金
額

金
額

会
員
数

計
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６ 理事及び監事の氏名並びに漁業信用基金協会での役職

氏 名 役職名
常勤・非

常勤の別

員内・員

外の別
就任年月日 任期満了年月日 摘 要

武 部 勤 理 事 長 非常勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者

阿 部 国 雄 副理事長 非常勤 員 内 令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

山 口 保 美 副理事長 非常勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者

半 田 亮 司 副理事長 常 勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者

藤 井 富美雄 専務理事 常 勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者

吉 井 正 行 常務理事 常 勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者

奈良岡 修 一 理 事 非常勤 員 内 令和 年 月 日令和 年 月 日

木 村 嘉 人 理 事 非常勤 員 内 令和 年 月 日 令和 年 月 日

山 本 健 藏 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

加賀山 祐 理 事 非常勤 員 内 令和 年 月 日 令和 年 月 日

野 﨑 哲 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

髙 濱 芳 明 理 事 常 勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

山 﨑 明 人 理 事 常 勤 員 外 令和 年 月 日 令和 年 月 日学識経験者

小 澤 好 春 理 事 非常勤 員 外 令和 年 月 日 令和 年 月 日学識経験者

鈴 木 清 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

小 田 政 市 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

川 口 哲 理 事 常 勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者

笹 原 丈 光 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

岡 田 元 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

永 富 洋 一 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

平 野 仁 彦 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任
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６ 理事及び監事の氏名並びに漁業信用基金協会での役職

氏 名 役職名
常勤・非

常勤の別

員内・員

外の別
就任年月日 任期満了年月日 摘 要

武 部 勤 理 事 長 非常勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者

阿 部 国 雄 副理事長 非常勤 員 内 令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

山 口 保 美 副理事長 非常勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者

半 田 亮 司 副理事長 常 勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者

藤 井 富美雄 専務理事 常 勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者

吉 井 正 行 常務理事 常 勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者

奈良岡 修 一 理 事 非常勤 員 内 令和 年 月 日令和 年 月 日

木 村 嘉 人 理 事 非常勤 員 内 令和 年 月 日 令和 年 月 日

山 本 健 藏 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

加賀山 祐 理 事 非常勤 員 内 令和 年 月 日 令和 年 月 日

野 﨑 哲 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

髙 濱 芳 明 理 事 常 勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

山 﨑 明 人 理 事 常 勤 員 外 令和 年 月 日 令和 年 月 日学識経験者

小 澤 好 春 理 事 非常勤 員 外 令和 年 月 日 令和 年 月 日学識経験者

鈴 木 清 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

小 田 政 市 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

川 口 哲 理 事 常 勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者

笹 原 丈 光 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

岡 田 元 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

永 富 洋 一 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

平 野 仁 彦 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

氏 名 役職名
常勤・非

常勤の別

員内・員

外の別
就任年月日 任期満了年月日 摘 要

二 宮 浩 司 理 事 非常勤 員 内 令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

西 川 順之輔 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

岡 修 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

小 磯 富 男 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

嶋 田 栄 人 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

景 山 一 夫 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

松 尾 秀 孝 理 事 非常勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者

平 田 晋 也 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

田 原 英 則 理 事 常 勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者

後 藤 敏 郎 理 事 常 勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者

久 米 順 二 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

頼 富 一 則 理 事 常 勤 員 外 令和 年 月 日 令和 年 月 日学識経験者

平 井 義 則 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

竹 内 眞 澄 理 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

川 嵜 和 正 理 事 非常勤 員 内 令和 年 月 日 令和 年 月 日

平 山 泉 理 事 常 勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者

景 平 真 明 理 事 非常勤 員 内 令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

日 髙 光 明 理 事 非常勤 員 内 令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

竹 田 和 昭 理 事 常 勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者

嘉手納 良 博 理 事 常 勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

学識経験者
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氏 名 役職名
常勤・非

常勤の別

員内・員

外の別
就任年月日 任期満了年月日 摘 要

金 野 正 明 監 事 常 勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

代表監事

柴 山 雅 洋 監 事 常 勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

副代表監事

猪 野 直 人 監 事 常 勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

副代表監事

伊 藤 富美雄 監 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

副代表監事

橋 本 幹 也 監 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

副代表監事

松 任 友 典 監 事 非常勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

副代表監事

菊 地 英 治 監 事 常 勤 員 外 令和 年 月 日 令和 年 月 日

清 藤 進 監 事 常 勤 員 外 令和 年 月 日令和 年 月 日

藤 嶋 茂 監 事 非常勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

髙 橋 和 博 監 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

鈴 木 忠 義 監 事 非常勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

八 角 直 道 監 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

小栗山喜一郎 監 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

塚 本 亨 監 事 非常勤 員 内 令和 年 月 日 令和 年 月 日

鵜 飼 俊 行 監 事 非常勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

土 屋 貞 男 監 事 常 勤 員 外 令和 年 月 日 令和 年 月 日

油 本 憲太郎 監 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

牧 庸之輔 監 事 常 勤 員 外 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

鈴 木 惣 和 監 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

三 鬼 晃 監 事 非常勤 員 内 平成 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

木 邑 康 和 監 事 非常勤 員 内 令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日重任

澤 田 宣 雄 監 事 非常勤 員 内 令和 年 月 日 令和 年 月 日
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氏 名 役職名 
常勤・非

常勤の別 

員内・員

外の別 
就任年月日 任期満了年月日 摘 要 

石 倉 尚 正 監  事 非常勤 員 外 令和 2 年 7 月 1 日 令和 5 年 6 月 30 日  

 

三 好 正 広 監  事 非常勤 員 内 平成 31年 4月 1 日 令和 5 年 6 月 30 日 令和 2 年 7 月 1 日重任 

 

松 村 德 夫 監  事 非常勤 員 内 平成 31年 4月 1 日 令和 5 年 6 月 30 日 令和 2 年 7 月 1 日重任 

 

長 戸  清 監  事 非常勤 員 内 平成 31年 4月 1 日 令和 5 年 6 月 30 日 令和 2 年 7 月 1 日重任 

 

中 東 達 夫 監  事 常 勤 員 外 平成 31年 4月 1 日 令和 5 年 6 月 30 日 令和 2 年 7 月 1 日重任 

 

萱 野 泰 久 監  事 常 勤 員 外 令和 2 年 7 月 1 日 令和 5 年 6 月 30 日  

 

山 田 歳 彦 監  事 非常勤 員 内 平成 31年 4月 1 日 令和 5 年 6 月 30 日 令和 2 年 7 月 1 日重任 

 

東   照 千 監  事 非常勤 員 内 平成 31年 4月 1 日 令和 5 年 6 月 30 日 令和 2 年 7 月 1 日重任 

 

冨 永   征 監  事 非常勤 員 外 令和 2 年 7 月 1 日 令和 5 年 6 月 30 日  

 

佐 治 仙 教 監  事 常 勤 員 外 平成 31年 4月 1 日 令和 5 年 6 月 30 日 令和 2 年 7 月 1 日重任 

 

門 田 孝 一 監  事 非常勤 員 内 平成 29年 4月 3 日 令和 5 年 6 月 30 日 令和 2 年 7 月 1 日重任 

 

南 本 健 成 監  事 非常勤 員 外 平成 31年 4月 1 日 令和 5 年 6 月 30 日 令和 2 年 7 月 1 日重任 

 

鳴 海 盛 彦 監  事 非常勤 員 内 平成 31年 4月 1 日 令和 5 年 6 月 30 日 令和 2 年 7 月 1 日重任 

 

甲 斐 俊 光 監  事 非常勤 員 外 平成 31年 4月 1 日 令和 5 年 6 月 30 日 令和 2 年 7 月 1 日重任 

 

久木留 秀 行 監  事 非常勤 員 内 平成 31年 4月 1 日 令和 5 年 6 月 30 日 令和 2 年 7 月 1 日重任 

 

山入端 孝 雄 監  事 非常勤 員 内 平成 31年 4月 1 日 令和 5 年 6 月 30 日 令和 2 年 7 月 1 日重任 

 

 

 ７ 職員数の増減その他の職員の状況 

 

区  分 前年度末現在 合併受入 本年度増加 本年度減少 本年度末現在 

 職  員 １１１人 ６人 １４人 １２人 １１９人 

 うち常勤職員 １０８人 ６人 １４人 １０人 １１８人 

 うち参事・会計主任 ０人 １人 ０人 １人 ０人 

 平均年齢 ４５歳 ３月 ４９歳 ３月   ４４歳 ８月 

 平均勤続年数 １４年 ２月 ２７年 ０月   １４年 ４月 

 平均年間給与 ５,４８１千円 ５,０４０千円   ５，４０４千円 
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８　保証債務の状況
（１）会　　員　　別

（金額単位：千円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組 △1 △23,924
個　　人 △12 △381,535
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組

個　　人
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計

本
年
度
末

一
般
緊
急
融
資
資
金

前
年
度
末

合
併
受
入

本
年
度
中

本
年
度
末

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
等

金
融
公
庫
資
金

前
年
度
末

合
併
受
入

本
年
度
中

本
年
度
末

経
営
改
善
促
進
資
金

前
年
度
末

合
併
受
入

本
年
度
中

償還 代弁 移動 保証

近
　
代
　
化
　
資
　
金

前
年
度
末

合
併
受
入

本
年
度
中

本
年
度
末

保証
区　　　　　　分
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（金額単位：千円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組

個　　人
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組
個　　人 △6 △103,080
法　　人

計
水 協 組
個　　人
法　　人

計
水 協 組
信 漁 連

計
水 協 組
個　　人

計
水 協 組
信 漁 連

計
水 協 組
信 漁 連

計

本
年
度
末

本
年
度
末

そ
の
他
一
般
資
金

前
年
度
末

合
併
受
入

本
年
度
中

本
年
度
末

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
等

借
替
緊
急
融
資
資
金

前
年
度
末

合
併
受
入

本
年
度
中

副
保
証

前
年
度
末

合
併
受
入

本
年
度
中

償還 代弁 移動 保証保証
区　　　　　　分
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（金額単位：千円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
水 協 組
個　　人
法　　人
信 漁 連

計
水 協 組
個　　人
法　　人
信 漁 連

計
水 協 組
個　　人 △6 △103,080
法　　人
信 漁 連

計
水 協 組
個　　人

法　　人
信 漁 連

計
水 協 組
個　　人
法　　人
信 漁 連

計
水 協 組
個　　人
法　　人
信 漁 連

計
水 協 組 △1 △23,924
個　　人 △18 △484,615
法　　人
信 漁 連

計
水 協 組
個　　人
法　　人
信 漁 連

計

（注）

１　一部償還は件数に含んでいません。

２　移動欄は本年度中の法人成りを表しています。

３　「水協組」とは法第２条第１項第５号に、「個人」とは法第２条第１項第１号及び第３号に、「法人」とは法第２条第１項第２号、

　第４号及び第６号にそれぞれ掲げる者をいいます。
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償還 代弁 移動 保証保証
区　　　　　　分
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（２）金融機関別
（金額単位：千円）

信 漁 連
中　　金
指定単協

計
信 漁 連
中　　金
指定単協

計
信 漁 連
中　　金
指定単協

計
信 漁 連
中　　金
指定単協

計

指定単協

指定単協

指定単協

指定単協

信 漁 連
中　　金
指定単協
市中銀行
信用金庫
信用組合

計
信 漁 連
中　　金
指定単協
市中銀行
信用金庫
信用組合

計
信 漁 連
中　　金
指定単協
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計
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受
入
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件
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区　　　　　　分

償還 代弁（元本） 移動 保証残高保証承諾

件
数
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（金額単位：千円）

信 漁 連
中　　金
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信用組合

計
信 漁 連
中　　金
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市中銀行
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信用組合

計
信 漁 連
中　　金
指定単協
市中銀行
信用金庫
信用組合

計
信 漁 連
中　　金
指定単協
市中銀行
信用金庫
信用組合

計
信 漁 連
中　　金
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信用金庫
信用組合

計
信 漁 連
中　　金
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（金額単位：千円）

信 漁 連
中　　金
指定単協
市中銀行
信用金庫
信用組合

計
信 漁 連
中　　金
指定単協
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信用金庫
信用組合

計
信 漁 連
中　　金
指定単協
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信用金庫
信用組合

計
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計
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合
併
受
入

本
年
度
中

本
年
度
末

件
数

金
額

一
　
　
　
　
般
　
　
　
　
資
　
　
　
　
金
　
　
　
　
等

そ
の
他
一
般
資
金

前
年
度
末

合
併
受
入

本
年
度
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本
年
度
末

副
保
証

前
年
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末

件
数

金
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件
数

金
額

件
数

金
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区　　　　　　分 件
数

金
額

償還 代弁（元本） 移動 保証残高保証承諾
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（金額単位：千円）

信 漁 連
中　　金
指定単協
市中銀行
信用金庫
信用組合
金融公庫

計
信 漁 連
中　　金
指定単協
市中銀行
信用金庫
信用組合
金融公庫

計
信 漁 連
中　　金
指定単協
市中銀行
信用金庫
信用組合
金融公庫

計
信 漁 連
中　　金
指定単協
市中銀行
信用金庫
信用組合
金融公庫

計
信 漁 連
中　　金
指定単協
市中銀行
信用金庫
信用組合
金融公庫

計
信 漁 連
中　　金
指定単協
市中銀行
信用金庫
信用組合
金融公庫

計
信 漁 連
中　　金
指定単協
市中銀行
信用金庫
信用組合
金融公庫

計
信 漁 連
中　　金
指定単協
市中銀行
信用金庫
信用組合
金融公庫

計

（注）

１　一部償還は件数に含んでいません。

２　移動欄は本年度中に指定漁協から信漁連に対し、信用事業の譲渡が行われたことを表しています。

件
数

金
額

合
　
　
　
　
　
計

前
年
度
末

合
併
受
入

本
年
度
中

本
年
度
末

一
　
　
　
　
般
　
　
　
　
資
　
　
　
　
金
　
　
　
　
等

計

前
年
度
末

合
併
受
入

本
年
度
中

本
年
度
末

移動 保証残高保証承諾 償還 代弁（元本）
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0
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１０　基金等明細表
（１）　総括表

（金額単位：千円）

計

近代化資金

計

近代化資金

一般資金等

計

一般資金等

計

（Ａ） 計

近代化資金

一般資金等

（Ｂ） 計

近代化資金

一般資金等

（Ｃ） 計

近代化資金

一般資金等

（Ｄ） 計

近代化資金

一般資金等

計

近代化資金

一般資金等

計

近代化資金

一般資金等

計

近代化資金

一般資金

計

求　償　権 近代化資金

償　却　額 一般資金等

計

（注）
１　代位弁済額は、基金をもって代位弁済を行った額です。
２　受領保険金は、基金をもって行った代位弁済額に係る保険金の受領額です。
３　回収金のうち基金協会の取得分は、基金をもって行った代位弁済に係る求償権（代位弁済をした日以後の利息及び避けることのできなかった
　費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。）を行使して取得した額から信用基金への納付すべき額を差し引いた額です。
４　信用基金借入金は、漁業近代化資金等に係る保証債務の弁済に充てるための資金として示されたもの及び漁業近代化資金に係る付保割合の
　向上を図るための資金として示されたものです。
５　近代化資金の欄中の（　）内は、漁業近代化資金の付保割合の向上を図るための金融機関からの協力出資の額、信用基金からの漁業近
　代化資金に係る付保割合の向上を図るための資金として借り入れた額をうち書きしています。
６　一般資金の欄中の（　）内は、一般緊急融資資金又は借替緊急融資資金に係る保証債務の弁済に伴う金融機関からの特別出資又は特別出
　資に代わる交付金の額をうち書きしています。
７　求償権償却引当金は、基金をもって行った代位弁済に係る求償権の引当金計上額です。
８　特別準備金は、基金をもって行った代位弁済に係る特別準備金の計上額です。
９　求償権償却額は、基金をもって行った代位弁済額に係る求償権のうち、償却した額です。

繰越欠損金

求償権償却
引　当　金

特別準備金

回収金のうち
漁業信用基金
協会の取得分

基金等現在高

代位弁済額

受領保険金

繰 入 金

信用基金
借 入 金

近代化資金

計
近代化資金

一般資金等

出資金

近代化資金

一般資金等

交付金 一般資金等

本年度末残高区　　　　　　　　分 前年度末現在 合併受入残高 本年度増加 本年度減少
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１１　資金明細表（保証業務）

（１）資金現在高
（金額単位：円）

イ号
資金

ウ号
資金

（注）

１　イ号資金は、漁業近代化資金、経営改善促進資金又は緊急融資資金に係る保証債務の弁済に充てるための

資金です。

２　ウ号資金は、漁業近代化資金に係る付保割合の向上を図るための資金です。

（２）本年度増減明細

近 代 化

資　　金 金融公庫 経営改善 一般緊急 借替緊急 そ の 他 副 保 証 計
資　　金 促進資金 融資資金 融資資金 一般資金

（注）

１　求償権元本回収額は、資金をもって行った代位弁済額に係る求償権（代位弁済をした日以降の利息及び避ける

ことができなかった費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。）を行使して取得した金額です。

２　償却求償権取立益は、資金をもって行った代位弁済に係る償却求償権の取立益です。

３　受領保険金は、資金をもって行った代位弁済に係る保険金の受領額です。

４　代位弁済額は、資金をもって代位弁済を行った金額です。

５　回収納付額は、資金をもって行った代位弁済に係る求償権を行使して取得した額のうち信用基金へ納付した

額です。

う
ち
　
信
用

基
金
借
入
金

金　額

一　　　　般　　　　資　　　　金　　　　等

（小　計）

償却求償
権取立益

借入金額

求償権元
本回収額

合　　計

（小　計）

違 約 金

有価証券
利息配当金

信託収益
配 当 金

科　目

増
内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訳

金　額

受取利息

受領保険金

前年度末現在 合併受入残高 本年度増加 本年度減少 本年度末現在

備考
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（金額単位：円）

（金額単位：円）

近 代 化

資　　金 金融公庫 経営改善 一般緊急 借替緊急 そ の 他 副 保 証 計

資　　金 促進資金 融資資金 融資資金 一般資金

科　目

回 収 金
納 付 額

（小　計）

借入金利息

保証業務
経費充当

合　　計

一　　　　般　　　　資　　　　金　　　　等
内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訳

減

金　額
備考

（小　計）

代位弁済額

借 入 金
償 還 額
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１１－２　資金明細表（促進業務）

（１）資金現在高
（金額単位：円）

前年度末現在 本年度増加 本年度減少 本年度末現在

信用基金借入金

その他借入金

県（都道府）

その他

県（都道府）

その他

預　 金

貸付金

（注）
１　「資金供給額」とは、法第４条第１項第３号に掲げる資金の供給額です。
２　表中のＨ及びＩは、（２）資金の管理・使用状況表により算出された金額です。

（２）資金の管理・使用状況表
（金額単位：円）

金　　額 備　　考 科　　目 金　　額 備　　考

支 払 利 息

延 滞 利 息

業 務 経 費

充　　   当

区　　　　　　分

借　入　金　（Ａ）

交　付　金　（Ｂ）

受入預託金（Ｃ）

計　　　（Ｄ）

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

資金供給額（Ｅ）

現在高（Ｆ）

（Ｄ－Ｅ）

本年度収支差額

（Ｇ）＝（Ｈ－Ｉ）

合計（Ｆ＋Ｇ）

増 減

科　　目

受　取　利　息

貸 付 金 利 息

利 子 補 給 金

受 取 助 成 金

計（Ｈ） 計（Ｉ）

− 32 −



保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率（弁済能力比率）

（金額単位：千円、比率：％）

本年度末 前年度末

保証債務の弁済に充てることが可能な額（Ａ）

債務保証に係る区分された資金ごとの実質保証

債務額に当該区分された資金の償還事故率を乗

じて得た額の合計額（Ｂ）

（Ａ）

弁済能力比率 ×１００

（Ｂ）

（注）

１ 弁済能力比率は、小数点以下第３位を切り捨ての上、小数点以下第２位まで表示しており

ます。
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１．分子（保証債務の弁済に充てることが可能な額）

（金額単位：千円）

大　分　類

（資産の部）

 Ⅰ 流動資産 現金及び預金 －

有価証券 －

現金及び預金、有価証券以外の
流動資産　(貸倒引当金控除後)

－

 Ⅱ 固定資産 有形固定資産 －

無形固定資産 －

投資その他の資産 － －

 長期預金 －

 投資有価証券 －

 長期預金及び投資有価証券以外の
投資その他の資産(求償権償却引当
金及び貸倒引当金控除後)

－

 Ⅲ 保証債務見返 － －

（金額単位：千円）

大　分　類

（負債の部）

 Ⅰ 流動負債 －

 Ⅱ 固定負債 長期借入金 －

納付準備金 －

引当金 － － －

　　債務保証損失引当金 －

　　退職給付引当金 －

特別準備金 －

その他固定負債 －

 Ⅲ 特別法上の準備金 保証責任準備金 －

 Ⅳ 保証債務 － －

（純資産の部）

純資産 出資金 －

交付金 －

繰入金 －

準備金 －

繰越欠損金 －

当期損失金（△） △ 1,244,039 △ 1,244,039 －

その他有価証券評価差額金 －

－

－

Ａ＝（c＋e）

Ｂ＝（ｂ）

Ａ － Ｂ

　　※本表は、貸借対照表に計上した額のうち保証業務に係る額により作成する。

（ a ）

（ d ）

（ a － d ）

他人資本等

保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率の状況

(１) 代位弁済に充てることが可能な資産の額

中　小　分　類
貸借対照表の
保証業務の額

代位弁済に充当
可能な資産の額

代位弁済に適さ
ない資産の額

資　産　合　計

(２) 純資産及び債務の保証に充てるための引当金、準備金の額

中　小　分　類
貸借対照表の
保証業務の額

債務保証に充てる
ための引当金等

　基準日(決算日)時点で保有している現金、預金及び有価証券の額

　上記（ａ）のうち債務の保証以外の負債に充てるべき金額

分子の額   (保証債務の弁済に充てることが可能な額)

負　債　合　計

純　資　産　合　計

負　債　・　純　資　産　の　計

　純資産及び債務の保証に充てるための引当金、準備金の額

　資産の部から現金・預金、有価証券、保証債務見返を控除した額　(代位弁済に適さない資産の額)

分子   (保証債務の弁済に充てることが可能な額)
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２．分母（資金の区分ごとの保証債務額に償還事故率を乗じて得た額の合計）

（金額単位：千円）

本年度末
保証残高

本年度末
付保残高

てん補
率

保証債務額
(自己リスク分)

償　還
事故率

資金の区分ごとの
保証債務額に償還
事故率を乗じて得
た額

① ② ③
 ④＝(①－②)＋
②×(１－③)

⑤ ⑥＝④×⑤

合　　計 分母の額

　該当ありません。

３．資金区分ごとの償還事故率

（金額単位：千円）

10年間償還累計額 償還事故率

① ④=②÷(①+③)

近 代 化 資 金

一 般 資 金 等

４．弁済能力比率の計算

弁済能力比率

近 代 化 資 金

一 般 資 金 等

○健全性基準を定める告示第４条第２項第２号の規定に基づき自己リスクから控除した保証債務

代位弁済累計額

② うち元本相当額　③

資金の区分ごとの保証債務額に償還事故率を乗じて得た額の合計

保証債務の弁済に充てることが可能な額

＝ ＝
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償還事故率の計算　

(１) 過去１０年間(当該年度を含む)の償還累計額（金額単位：千円）

区　　分 近代化資金 一般資金等 償還額計

平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
平成２９年度
平成３０年度
令和元年度
令和２年度

１０年間累計額

(２) 過去１０年間(当該年度を含む)の代位弁済累計額 （金額単位：千円）
近代化資金 一般資金等 計

うち元本相当額
総　額

うち元本相当額
総　額

うち元本相当額
総　額

うち元本相当額
総　額

うち元本相当額
総　額

うち元本相当額
総　額

うち元本相当額
総　額

うち元本相当額
総　額

うち元本相当額
総　額

うち元本相当額
総　額

うち元本相当額 Ｂ２ (元本相当額)

総　額 Ｂ１ (総額)

(３) 償還事故率の計算

近代化資金

償還累計額
Ａ

＋
代位弁済累計額

Ｂ２ (元本相当額)

一般資金等

償還累計額
Ａ

＋
代位弁済累計額

Ｂ２ (元本相当額)

平成２８年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２９年度

平成３０年度

令和元年度

令和２年度

１０年間累計額

代位弁済累計額
Ｂ１ (総額)

＝

代位弁済累計額
Ｂ１ (総額)

償還事故率 ＝

償還事故率
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漁業信用基金協会が対処すべき重要な課題

（１）融資・保証需要への対応について

公的保証機関としての役割を十分に発揮するため、保証需要の把握に努め、ニー

ズに応じた適宜・的確な保証対応により、保証引受の推進を図る必要があります。

（２）経営基盤の強化について

協会には健全性基準が導入されており、より一層の経営管理体制の強化が

求められることから、経営の健全性の確保に万全を期す必要があります。

このため、保証債務の適切な期中管理及び求償権の回収促進に向け、支所の健全

性確保のための経営改善に取組み、より一層の経営基盤の強化を図ることとしてい

ます。

（３）資金運用の取組み強化について

協会の業務運営において、有価証券の運用による利息収入等の確保は不可欠であ

ることから、取得に際してはより安全性の確保を図るとともに、保有有価証券の一

層の動向把握に努め、適切に対応することとします。

決算期後に生じた漁業信用基金協会の状況に関する重要な事実

該当する事項は有りません。
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（金額単位：円）

１． 現 金 及 び 預 金

２． 有 価 証 券

３． 未 収 保 険 金

４． 前 払 費 用

５． 未 収 収 益

６． 短 期 貸 付 金

７． そ の 他 流 動 資 産

８． 有 形 固 定 資 産

９． 無 形 固 定 資 産

10． 長 期 預 金

11． 投 資 有 価 証 券

12． 外 部 出 資 金

13． 差 入 保 証 金

14． 長 期 前 払 費 用

15． 長 期 貸 付 金

16． 求 償 権

17． 求 償 権 償 却 引 当 金 △ △

18． そ の 他 投 資 そ の 他 の 資 産

19． 貸 倒 引 当 金 △ △

資 産 合 計

１． １年以内返済予定長期借入金

２． 前 受 収 益

３． 未 払 費 用

４． 賞 与 引 当 金

５． そ の 他 流 動 負 債

６． 長 期 借 入 金

７． 納 付 準 備 金

８． 債 務 保 証 損 失 引 当 金

９． 退 職 給 付 引 当 金

10． 特 別 準 備 金

11． そ の 他 固 定 負 債

12． 保 証 責 任 準 備 金

負 債 合 計

資産の部

負債の部

差 引 純 財 産

Ⅱ　　財　産　目　録
令和　３年　３月３１日

摘　　　　　　　要 金　　　　額
内　　　　　　　訳

保証業務 促進業務
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Ⅲ　貸　借 

令和　３年

保証業務 促進業務
　（資産の部）
Ⅰ　流動資産
　１．現金及び預金
　２．有価証券
　３．未収保険金
　４．前払費用
　５．未収収益
　６．短期貸付金
　７．その他流動資産
　　貸倒引当金 △ △
Ⅱ　固定資産
　１．有形固定資産
　　　建物及び構築物
　　　　　　減価償却累計額 △ △
　　　　　　計 （ ） （ ） （ ）
　　　車両運搬具
　　　　　　減価償却累計額 △ △
　　　　　　計 （ ） （ ） （ ）
　　　工具器具備品
　　　　　　減価償却累計額 △ △
　　　　　　計 （ ） （ ） （ ）
　　　土地
　２．無形固定資産
　　　ソフトウェア
　　　電話加入権
　３．投資その他の資産
　　　長期預金
　　　投資有価証券
　　　外部出資金
　　　差入保証金
　　　長期前払費用
　　　長期貸付金
　　　求償権
　　　　　　求償権償却引当金 △ △
　　　　　　計 （ ） （ ） （ ）
　　　その他資産
　　　貸倒引当金 △ △
Ⅲ　保証債務見返

資　産　合　計

（注）
１．重要な会計方針
　　　貸借対照表及び損益計算書の作成に当って採用した重要な会計処理の原則及び手続は次のとおりであります。
　（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　　満期保有目的債券　償却原価法（定額法）により原価を算定しています。
　　　　　その他有価証券　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
　　　　　　　　　　　　　　個別法によっております）。なお、「取得原価」と「債券金額」との差額の性格が金利の調整
　　　　　　　　　　　　　　と認められるものについては、償却原価法（定額法）により原価を算定しています。
　（２）減価償却の会計処理の方法
　　　①有形固定資産
　　　　　定額法
　　　②無形固定資産
　　　　　定額法
　　　　　なお、ソフトウェア（協会利用）については、協会内における見込利用可能期間(５年)に基づいております。
　（３）引当金の計上基準
　　　①求償権償却引当金
　　　　求償権の取立不能額による損失に備えるため、会計規程第20条第2項により、求償権償却引当金を計上しております。
　　　②賞与引当金
　　　　役職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき本年度に負担すべき金額を計上しております。
　　　③保証責任準備金
　　　　通常の予測を超えて発生する事故による損失に備えるため、会計命令第49条第2項に掲げる算式により、保証責任準備
　　　　金を計上しております。
　　　④債務保証損失引当金
　　　　債務保証の損失に備えるため、会計命令第48条により、損失負担見込額を計上しております。

資　　　　　　　　　　　　　　　　　　産

科　　　　目 金　　額
内　　　　訳
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 対　照　表

　３月３１日

（金額単位：円）

保証業務 促進業務
　（負債の部）
Ⅰ　流動負債
　１．１年以内返済予定長期借入金
　２．前受収益
　３．未払費用
　４．賞与引当金
　５．その他流動負債
Ⅱ　固定負債
　１．長期借入金
　２．納付準備金
　３．引当金
　　　債務保証損失引当金
　　　退職給付引当金
　４．特別準備金
　５．その他固定負債
Ⅲ　特別法上の準備金
　　　　保証責任準備金
Ⅳ　保証債務
　　 負債合計 （（ ）） （（ ）） （（ ））

（純資産の部）
　１．出資金
　２．交付金
　３．繰入金
　４．準備金
　５．繰越利益金
　６．当期利益金 △ △
　７．その他有価証券評価差額金
　　　純資産合計 （（ ）） （（ ）） （（ ））

負債及び純資産合計

　　　⑤退職給付引当金
　　　　役職員の退職金支給に備えるため、当期末における退職給付債務に基づいて、当期末において発生していると認められる
　　　　額を計上しております。
　（４）リース取引の処理方法
　　　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のリース総額が300万円未満のファイナンス・リース取引に
　　　　ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
　（５）消費税等の会計処理
　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっております。
　（６）その他重要な事項
　　　　「その他有価証券」のうちユニゾホールディングス社債について、会計規程別紙4第5（1）「時価が取得価額に比して
　　　　50％以上下落したときは、決算日後1年以内に時価が取得価額まで回復する見込みがあると認められる場合を除き、評価
　　　　損相当額を当該事業年度の費用（有価証券評価損）に計上する」に基づき、1,979,586,268円の減損処理を行っており、
　　　　この金額は有価証券評価損に計上しております。
２．役員に対する金銭債権及び金銭債務
　　　令和2年度末の役員に対する金銭債権及び金銭債務は、ありません。
３．特例業務負担金の将来見込額について
　　　法定福利費（または人件費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体
　　職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金給付等の業務
　　に要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金を含めて計上しています。
　　　なお、同組合より示された令和3年3月末現在における令和14年3月までの特例業務負担金の将来見込額は131,518千円となっ
　　ています。

負　債　・　純資産

科　　　　目 金　　額
内　　　　訳
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Ⅳ　損　益 
令和２年４月１日～

近代化

資　金 そ の 他

一般資金

（経常損益の部）

Ⅰ　事業直接費

　１．保険料

　２．保険金等返還金

　３．納付準備金

　　　繰入・戻入（△）

　４．信用調査費

　５．事業推進費

　６．業務委託費

　７．債権管理費

　

（事業直接費小計）

Ⅱ　財務費用

　１．支払利息

（財務費用小計）

Ⅲ　事業管理費

　１．役員報酬

　２．運営委員報酬

　３．給与手当

　４．法定福利費

　５．厚生費

　６．賞与引当金繰入

　７．退職給付引当金繰入

　８．旅費交通費

　９．事務費

　10．会議費

　11．交際費

　12．広報費

　13．租税公課

　14．施設費

　15．減価償却費

　16．雑費

（事業管理費小計）

Ⅳ　その他費用

　１．保証責任準備金 △ 75,892 △ 1,227,213 △ 185,564

　　　繰入・戻入（△）

　２．求償権償却引当金 △ 1,611,993,507 △ △ 1,611,993,507 △ 343,025,931 △ 577,200 △ 32,271 △ 2,177,663 △ 85,666,620 △ 1,180,513,822

　　　繰入・戻入（△）

　３．債務保証損失引当金 △ △ △ 12,127,497

　　　繰入・戻入（△）

　４．特別準備金 △ 103,282,250 △ 103,282,250 △ 611,049 △ 127,200,311

　　　繰入・戻入（△）

　５．求償権償却費

　６．貸倒引当金 △ 799,892 △ 799,892 △ 799,892

　　　繰入・戻入（△）

　７．支払助成金

　８．雑費用

（その他費用小計） △ 539,727 △ 1,251,600 △ 20,924,608 △ 168,849

（経常費用計） △ 437,580 △ 1,250,917

　　　経常利益金 △ 182,632,190

（特別損益の部）

Ⅴ　特別損失

　１．固定資産売却損

　２．固定資産除却損

　３．投資有価証券売却損

　４．有価証券評価損

　５．その他特別損失

（特別損失小計）

費用合計 △ 437,580 △ 1,250,917

共通費用 保証平均残高割 （ ） （ ）

配賦額 保証件数割 （ ） （ ）

費用合計 △ 437,580 △ 1,250,917

共通

資　　金 促進資金 融資資金 融資資金

費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用

促進業務
科　　　　　　　　目 金　　額 保証業務 一般資金等

金融公庫 経営改善 一般緊急 借替緊急
副保証
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 計　算　書
令和　３年３月３１日

（金額単位：円）

科　　　　　　　　目 近代化

資　金 一般緊急 借替緊急 そ の 他

融資資金 融資資金 一般資金

（経常損益の部）

Ⅰ　事業収入

　１．保証料

　２．違約金

　３．受取保険金

　４．受取奨励金

　５．回収金払戻金

（事業収入小計）

Ⅱ　財務収益

　１．受取利息

　２．有価証券利息

　３．有価証券売却益

　４．受取配当金

　５．その他の財務収益

（財務収益小計）

Ⅲ　その他収益

　１．利子補給金

　２．受取助成金

　３．雑収益

（その他収益小計）

（経常収益計）

（特別損益の部）

Ⅳ　特別利益

　１．固定資産売却益

　２．償却債権取立益

　３．投資有価証券売却益

　４．その他特別利益

（特別利益小計）

収益合計

共通収益配賦額 （ ） （ ）

当期損失金 △13,560,300 △71,055,005 △194,079,001 △24,482

収益及び当期損失金合計額 △ 437,580 △ 1,250,917

金　　額 保証業務 一般資金等

副保証
促進資金資　　金

収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益

促進業務
共通金融公庫 経営改善
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Ⅴ 貸借対照表及び損益計算書に附属する書類

１ 純資産の部の増減

（金額単位：円）

区 分
前年度末

残 高

合併受入

残 高

本 年 度

増 加 額

本 年 度

減 少 額

本年度末

残 高
摘 要

出 資 金

漁船リース事業

等の実施に伴う

増加

交 付 金

繰 入 金

準 備 金

繰越利益金
促進業務に係る

繰越利益金

当期利益金

（当期損失金△）
△

有価証券の減損

処理に係る当期

損失金の発生

その他有価証券

評価差額金

国債等の評価差

額金

合 計

２ 長期借入金及び短期借入金の増減

（１）長期借入金の増減

（金額単位：円）

借入先 前年度末残高 合併受入残高 本年度増加額 本年度減少額

本年度末残高

（うち１年以内返済

予定額）

信用基金
（ ）

伊予銀行

合 計
（ ）
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Ⅴ 貸借対照表及び損益計算書に附属する書類

１ 純資産の部の増減

（金額単位：円）

区 分
前年度末

残 高

合併受入

残 高

本 年 度

増 加 額

本 年 度

減 少 額

本年度末

残 高
摘 要

出 資 金

漁船リース事業

等の実施に伴う

増加

交 付 金

繰 入 金

準 備 金

繰越利益金
促進業務に係る

繰越利益金

当期利益金

（当期損失金△）
△

有価証券の減損

処理に係る当期

損失金の発生

その他有価証券

評価差額金

国債等の評価差

額金

合 計

２ 長期借入金及び短期借入金の増減

（１）長期借入金の増減

（金額単位：円）

借入先 前年度末残高 合併受入残高 本年度増加額 本年度減少額

本年度末残高

（うち１年以内返済

予定額）

信用基金
（ ）

伊予銀行

合 計
（ ）

（２）短期借入金の増減

（金額単位：円）

借入先 前年度末残高 合併受入残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度末残高

信用基金

北海道信漁連

静岡県信漁連

富山県信漁連

高知県信漁連

鹿児島県信漁連

年以内返済予定の

長期借入金

合 計
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３
　

固
定

資
産
の
取
得
及
び
処
分
並

び
に
減
価
償
却
の
明
細

（
金

額
単

位
：

円
）

本
年

度
末

減

資
産

の
前

年
度

合
併

受
本

年
度

本
年

度
本

年
度

価
償

却
累

計
う

ち
本

年
度

種
　

類
末

残
高

入
残

高
増

加
額

減
少

額
末

残
高

額
又

は
償

却
償

却
額

累
計

額

建
物

及
び

構
築

物

車
　

両

運
搬

具

工
具

器

具
備

品

ソ
フ

ト

ウ
ェ

ア

電
　

話

加
入

権

長
期

前
払

費
　

　
用

外
　

部

出
資

金

計

投
資

そ
の

他
の

資
産

無
形

固
定

資
　

　
産

計計

土
　

地

区
　

　
分

差
引

本
年

度
末

帳
簿

価
額

有
形

固
定

資
　

　
産
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４ 資産の担保権の明細

●㈱伊予銀行 担保

【有価証券】

担保評価率： ％（ 円

・第 回大阪府公募公債（ 年）

（額面） 円

・神戸市公募公債（ 年） 平成 年度第 回

（額面） 円

・福岡県平成 年度第 回 年公募公債

（額面） 円

・福岡市公募公債（ 年） 平成 年度第 回

（額面） 円

【定期預金】

担保評価率： ％ 円）

・㈱伊予銀行 定期預金： 円
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５ 有価証券の明細

（１）流動資産として計上された有価証券

（金額単位：円）

市
場
価
格
の
あ
る
も
の

満
期
保
有
目
的
の
債
券

種類及び銘柄 取得価額 額面金額
貸借対照表

計上額

本年度費用

に含まれた

評価差額

摘要

国債

平成 年度第 回

愛知県公募公債
地方債

金融債

特別法人債

第 回三井住友

銀行
社債

計

そ
の
他
有
価
証
券

種類及び銘柄 取得価額 時価
貸借対照表

計上額

本年度費用

に含まれた

評価差額

その他有価

証券評価差

額

摘要

第 回利付国債

（ 年）外
国債

地方債

金融債

政府保証第 回

日本政策投資銀行

債券外

特別法人債

第 回光通信外 社債

計

貸借対照表

計上合計額
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５ 有価証券の明細

（１）流動資産として計上された有価証券

（金額単位：円）

市
場
価
格
の
あ
る
も
の

満
期
保
有
目
的
の
債
券

種類及び銘柄 取得価額 額面金額
貸借対照表

計上額

本年度費用

に含まれた

評価差額

摘要

国債

平成 年度第 回

愛知県公募公債
地方債

金融債

特別法人債

第 回三井住友

銀行
社債

計

そ
の
他
有
価
証
券

種類及び銘柄 取得価額 時価
貸借対照表

計上額

本年度費用

に含まれた

評価差額

その他有価

証券評価差

額

摘要

第 回利付国債

（ 年）外
国債

地方債

金融債

政府保証第 回

日本政策投資銀行

債券外

特別法人債

第 回光通信外 社債

計

貸借対照表

計上合計額

（２）投資その他の資産として計上された有価証券

（金額単位：円）

市
場
価
格
の
あ
る
も
の

満
期
保
有
目
的
の
債
券

種類及び銘柄 取得価額 額面金額
貸借対照表

計上額

本年度費用

に含まれた

評価差額

摘要

第 回利付国債

（ 年）外
国債

第 回大阪府公募

公債（ 年）外
地方債

金融債

第 回日本高速道路保

有・債務返済機構債券
特別法人債

第 回ユニゾ ㈱

無担保社債外
△ 社債

計 △

そ
の
他
有
価
証
券

種類及び銘柄 取得価額 時価
貸借対照表

計上額

本年度費用

に含まれた

評価差額

その他有価

証券評価差

額

摘要

第 回利付国債

（ 年）外
国債

第 回東京都公募

公債（ 年）外
地方債

金融債

第 回日本高速道路保

有・債務返済機構債券

外

特別法人債

第 回ユニゾ ㈱

無担保社債外
△ 社債

日本超長期国債ファンド外 受益証券

計 △

貸借対照表

計上合計額
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６
　
納
付
準
備
金

内
訳

（
金

額
単

位
：

円
）

償
却

累
計

償
却

累
計

う
ち

償
却

償
却

累
計

金
融
公
庫

資
　
　
金

経
営
改
善

促
進
資
金

一
般
緊
急

融
資
資
金

借
替
緊
急

融
資
資
金

そ
 
の
 
他

一
般
資
金

区
　
　
　
分

前
年

度
末

現
在

合
併

受
入

残
高

本
年

度
繰

入
・

戻
入

額
本

年
度

末
現

在

増
加

額
減

少
額

繰
入

・
戻

入
（

△
）

額

近
代
化
資
金

一 　 般 　 資 　 金 　 等

副
 
保
 
証

計

合
　
　
　
　
　
計
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７
　

保
証

責
任

準
備
金
内
訳

（
金

額
単

位
：

円
）

金
融

公
庫

経
営

改
善

一
般

緊
急

借
替

緊
急

そ
 
の

 
他

資
　

　
金

促
進

資
金

融
資

資
金

融
資

資
金

一
般

資
金

本
年

度
末

必
要

額
　

(
C
)
＝

(
D
)
＋

(
E
)

(
D
)
＝

(
A
)
×

6
/
1
,
0
0
0

(
E
)
＝

(
B
)
×

1
/
1
0
0

本
年

度
末

特
別

準
備

金
積

立
額

　
（

F
）

本
年

度
末

保
証

責
任

準
備

金
積

立
基

礎
額

　
　

　
　

(
G
)
＝

(
C
)
－

(
F
)

前
年

度
末

保
証

責
任

準
備

金
計

上
額

　
(
H
)

本
年

度
保

証
責

任
準

備
金

繰
入

・
戻

入
（

△
）

額

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
I
)
＝

(
G
)
－

(
H
)

本
年

度
末

保
証

責
任

準
備

金
貸

借
対

照
表

価
額

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
J
)
＝

(
H
)
＋

(
I
)

（
注

）

１
　

保
証

債
務

（
Ａ

）
は

、
年

度
末

に
お

け
る

保
険

に
付

さ
れ

て
い

る
保

証
債

務
の

額
（

翌
事

業
年

度
約

定
返

済
元

金
相

当
額

を
除

く
。

）
を

記
載

し
て

い
ま

す
。

２
　

保
証

債
務

（
Ｂ

）
は

、
年

度
末

に
お

け
る

保
険

に
付

さ
れ

て
い

な
い

保
証

債
務

の
額

（
翌

事
業

年
度

約
定

返
済

元
金

相
当

額
を

除
く

。
）

を
記

載
し

て
い

ま
す

。

３
　

本
年

度
末

特
別

準
備

金
積

立
額

（
Ｆ

）
は

、
保

証
責

任
準

備
金

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

積
み

立
て

ら
れ

て
い

る
額

を
記

載
し

て
い

ま
す

。

△
 
1
8
5
,
5
6
4

△
 
7
5
,
8
9
2

△
 
1
,
2
2
7
,
2
1
3

本 年 度 保 証 責 任 準 備 金 積 立 基 礎 額

保
証

債
務

　
(
A
)

保
証

債
務

　
(
B
)

区
　

　
　

　
　

分
金

　
額

内
　

　
　

　
訳

近
代

化
資

金

一
　

般
　

資
　

金
　

等

副
保

証
計
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８　特別準備金内訳

（金額単位：円）

近代化 金融公庫 経営改善 一般緊急 借替緊急 その他

資　金 資　　金 促進資金 融資資金 融資資金 一般資金

保証額

償還額

代位弁済額

その他増減 △ 7 △ 7

代位弁済額

回収額

償却額

その他増減

（注）
１　受取助成金は、都道府県その他の団体から特別準備金として受け入れた額を記載しています。
２　償却求償権回収額は、償却後に回収された額のうち特別準備金に相当する額を記載しています。
３　上記以外の積立額は、受取助成金のうち、将来の債務保証損失引当金、保証責任準備金及び求償権償却引当金の
　見合額として充てるための額を記載しています。
４　保証債務及び求償権の欄は、特別準備金の対象として整理している案件に係る金額を記載しています。

保
　
証
　
債
　
務

前年度末残高

本
年
度
増
減
額

本年度末残高

求
　
　
償
　
　
権

前年度末残高

本
年
度
増
減
額

本年度末残高

合併受入残高

合併受入残高

本年度末積立額

積
立
額
の
内
訳

債務保証損失引当金見合額

保証責任準備金見合額

求償権償却引当金見合額

前受保証料見合額

上記以外の積立額

特別準備金

本
年
度
減
少
額

償却費用

求償権回収費用

保証料収入

事務費用

その他

計

本
年
度
増
加
額

受取助成金

償却求償権回収額

その他

計

区　　　分 合　計

資　金　別　内　訳

副保証

特別準備金

前年度末積立額

合併受入積立額

特別準備金
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９
　

引
当

金
の

明
細

並
び

に
そ

の
計

上
の

理
由

及
び

額
の

算
定

方
法

（
１

）
求

償
権

償
却

引
当

金
内

訳

（
金

額
単

位
：

円
）

本
年

度
末

本
年

度
末

本
年

度
末

本
年

度
末

前
年

度
末

合
併

受
入

本
年

度
末

本
年

度
末

求
償

権
残

高
保

 
険

 
金

特
別

準
備

金
漁

業
信

用
求

償
権

償
求

償
権

償
増

加
額

繰
入

・
戻

入
求

償
権

償
引

当
率

受
領

額
等

見
合

額
基

金
協

会
却

引
当

金
却

引
当

金
（

△
）

額
却

引
当

金

負
担

求
償

目
的

使
用

そ
の

他

権
 
残

 
高

（
C
)

(
D
)
＝

(
A
－

B
－

C
)

(
H
)
＝

(
F
－

G
)

(
I
)
＝

(
E
＋

H
)

(
J
)
＝

(
I
/
D
)
×

1
0
0

△
 
3
4
3
,
0
2
5
,
9
3
1

金
融

公
庫

資
　

　
金

経
営

改
善

促
進

資
金

一
般

緊
急

融
資

資
金

借
替

緊
急

融
資

資
金

そ
 
の

 
他

一
般

資
金

（
注

）
１

　
求

償
権

残
高

は
、

年
度

末
に

お
け

る
求

償
権

の
額

を
記

載
し

て
い

ま
す

。
２

　
保

険
金

受
領

額
等

は
、

年
度

末
の

当
該

求
償

権
に

係
る

独
立

行
政

法
人

農
林

漁
業

信
用

基
金

か
ら

支
払

を
受

け
た

保
険

金
及

び
支

払
を

受
け

る
こ

と
が

予
定

さ
れ

て
い

る
保

険
金

の
額

を
記

載
し

て
い

ま
す

。
３

　
特

別
準

備
金

見
合

額
は

、
求

償
権

償
却

引
当

金
に

係
る

特
別

準
備

金
見

合
額

を
記

載
し

て
い

ま
す

。

△
 
1
,
6
1
1
,
9
9
3
,
5
0
7

△
 
1
,
2
6
8
,
9
6
7
,
5
7
6

計

副
 
保

 
証

△
 
1
,
1
8
0
,
5
1
3
,
8
2
2

合
　

　
　

　
計

△
 
3
2
,
2
7
1

△
 
8
5
,
6
6
6
,
6
2
0

△
 
5
7
7
,
2
0
0

区
 
 
 
 
 
 
分

本
年

度
繰

入
・

戻
入

額

減
少

額

近
代

化
資

金

一 　 般 　 資 　 金 　 等

△
 
2
,
1
7
7
,
6
6
3
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（２）債務保証損失引当金内訳

本年度末 保険てん補率 本年度末漁業信用 前年度末債務保証
保証債務 基金協会負担保証 損失引当金

債務

（Ｃ）＝(A)×(1-B)

保険に付していないもの

計

保険に付していないもの

計

保険に付しているもの

緊急保証対策

漁業者等緊急保証対策

保険に付していないもの

計

保険に付しているもの

緊急保証対策

漁業者等緊急保証対策

保険に付していないもの

計

保険に付しているもの

緊急保証対策

漁業者等緊急保証対策

保険に付していないもの

計

保険に付していないもの

計

保険に付しているもの

緊急保証対策

漁業者等緊急保証対策

保険に付していないもの

計

（注）１．緊急保証対策対象については、本年度末漁業信用基金協会負担保証債務の算出は次のとおりです。
　　　　　（C)＝（A)×（１－B)×１０％
　　　２．漁業者等緊急保証対策対策の、「本年度末漁業信用基金協会負担保証債務」の算出は次のとおりです。
　　　　　（C)＝（A)×（１００％－７０％)×１０％
　　　　　（C)＝（A)×（１００％－９０％)×３０％

近
代
化
資
金

保険に付しているもの

緊急保証対策

漁業者等緊急保証対策

経
営
改
善

促
進
資
金

一
般
緊
急

融
資
資
金

区　　　　　　　　　　分

副
保
証

小　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　　計

借
替
緊
急

融
資
資
金

そ
の
他

一
般
資
金

保険に付しているもの

緊急保証対策

漁業者等緊急保証対策

一
　
般
　
資
　
金
　
等

金
融
公
庫

資
　
　
金

保険に付しているもの

緊急保証対策

漁業者等緊急保証対策
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（金額単位：円、比率：％）
合併受入債務保証 本年度末債務 本年度末引当率

損失引当金 保証損失引当金

増加額　(E) 減少額　(F) 繰入・戻入（△）額
(G)＝(E－F) (Ｈ)＝(D＋G) (I)＝(H/C)×100

△ 12,493,003

△ 12,127,497

本年度繰入・戻入額
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（３）その他引当金の明細

（金額単位：円）

区 分
前年度末

残 高

合併受入

残 高
本年度増加額

本年度減少額
本年度末残高

目的使用 その他

賞与引当金

退職給付引当金

１０ 役員との取引の明細

区 分 取引の内容 取引金額 摘 要

理 事 債務の保証 保証額 千円 保証残額 千円

監 事 債務の保証 保証額 千円 保証残額 千円

１１ 役員に支払った報酬額

（単位：人、円）

区 分
理 事 監 事 計

摘 要
支給人員 支給額 支給人員 支給額 支給人員 支給額

報 酬

退任慰労金
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（３）その他引当金の明細

（金額単位：円）

区 分
前年度末

残 高

合併受入

残 高
本年度増加額

本年度減少額
本年度末残高

目的使用 その他

賞与引当金

退職給付引当金

１０ 役員との取引の明細

区 分 取引の内容 取引金額 摘 要

理 事 債務の保証 保証額 千円 保証残額 千円

監 事 債務の保証 保証額 千円 保証残額 千円

１１ 役員に支払った報酬額

（単位：人、円）

区 分
理 事 監 事 計

摘 要
支給人員 支給額 支給人員 支給額 支給人員 支給額

報 酬

退任慰労金

１２　共通収益及び費用配賦率

金 融 公 庫 資 金

経営改善促進資金

一般緊急融資資金

借替緊急融資資金

そ の 他 一 般 資 金

副 保 証

金 融 公 庫 資 金

経営改善促進資金

一般緊急融資資金

借替緊急融資資金

そ の 他 一 般 資 金

副 保 証

金 融 公 庫 資 金

経営改善促進資金

一般緊急融資資金

借替緊急融資資金

そ の 他 一 般 資 金

副 保 証

計

共通費用配賦率

保証平均残高割

保証件数割

一
般
資
金
等

近 代 化 資 金

計

共通収益配賦率 基金平均残高割

近 代 化 資 金

近 代 化 資 金

一
般
資
金
等

一
般
資
金
等

計
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Ⅵ 損 失 処 理 案

（金額単位：円）

区 分 金 額
内 訳

保証業務 促進業務

前期繰越利益金

当期利益金又は

当期損失金（△）
△ △

未処分剰余金又は

未処理損失金（△）
△ △

損
失
処
理
額

準備金取崩（△） △ △

次期繰越利益金

− 58 −



Ⅵ 損 失 処 理 案

（金額単位：円）

区 分 金 額
内 訳

保証業務 促進業務

前期繰越利益金

当期利益金又は

当期損失金（△）
△ △

未処分剰余金又は

未処理損失金（△）
△ △

損
失
処
理
額

準備金取崩（△） △ △

次期繰越利益金

（
金

額
単

位
：

円
）

保
　

　
証

　
業

　
　

務
　

金
融

公
庫

経
営

改
善

一
般

緊
急

借
替

緊
急

そ
 
の

 
他

資
　

　
金

促
進

資
金

融
資

資
金

融
資

資
金

一
般

資
金

準
備

金
繰

入
又

は
準

備
金

取
崩

（
△

）

繰
入

金
取

崩

次
期

繰
越

利
益

金

繰
越

欠
損

金
の

て
ん

補

準
　

　
備

　
　

金

繰
　

　
入

　
　

金

次
期

繰
越

利
益

金

処 理 （ 処 分 ） 方 法 処 理 （ 処 分 ） 後

△
 
2
,
6
1
5
,
9
5
0

△
 
7
0
9
,
0
2
7
,
0
4
9

△
 
1
,
2
1
6
,
6
7
8

△
 
4
3
4
,
1
6
5
,
3
7
1

△
 
1
,
2
4
4
,
0
3
9
,
4
4
1

△
 
1
,
2
4
4
,
0
3
9
,
4
4
1

△
 
8
0
9
,
8
7
4
,
0
7
0

未
処

分
剰

余
金

又
は

未
処

理
損

失
金

（
△

）

△
 
7
0
9
,
0
2
7
,
0
4
9

△
 
1
,
2
1
6
,
6
7
8

△
 
4
3
4
,
1
6
5
,
3
7
1

△
 
1
,
2
4
4
,
0
1
4
,
9
5
9

△
 
1
,
2
4
4
,
0
3
9
,
4
4
1

△
 
8
0
9
,
8
7
4
,
0
7
0

△
 
2
,
6
1
5
,
9
5
0

当
期

利
益

金
又

は
当

期
損

失
金

（
△

）

△
 
7
0
9
,
0
2
7
,
0
4
9

△
 
1
,
2
1
6
,
6
7
8

△
 
4
3
4
,
1
6
5
,
3
7
1

△
 
1
,
2
3
8
,
5
8
4
,
3
2
1

△
 
1
,
2
4
4
,
0
3
9
,
4
4
1

△
 
8
0
9
,
8
7
4
,
0
7
0

△
 
2
,
6
1
5
,
9
5
0

前
期

繰
越

利
益

金

繰
　

　
入

　
　

金

準
　

　
備

　
　

金

損
失
処
理
案
内
訳

区
　

　
　

　
　

分
金

　
　

額
促

　
　

進
業

　
　

務

内
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
訳

近
代

化
資

金

一
　

　
　

　
般

　
　

　
　

資
　

　
　

　
金

　
　

　
　

等

副
保

証
計
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令和２年度事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び損失処理案は、

上記のとおりであります。

令和３年６月３０日

全国漁業信用基金協会

理 事 長 武 部 勤
副理事長 阿 部 国 雄
副理事長 山 口 保 美
副理事長 半 田 亮 司
専務理事 藤 井 富美雄
常務理事 吉 井 正 行
理 事 木 村 嘉 人
理 事 山 本 健 藏
理 事 加 賀 山 祐
理 事 野 﨑 哲
理 事 髙 濱 芳 明
理 事 山 﨑 明 人
理 事 小 澤 好 春
理 事 鈴 木 清
理 事 小 田 政 市
理 事 川 口 哲
理 事 笹 原 丈 光
理 事 岡 田 元
理 事 永 富 洋 一
理 事 平 野 仁 彦
理 事 二 宮 浩 司
理 事 西 川 順之輔
理 事 岡 修
理 事 小 磯 富 男
理 事 嶋 田 栄 人
理 事 景 山 一 夫
理 事 松 尾 秀 孝
理 事 平 田 晋 也
理 事 田 原 英 則
理 事 後 藤 敏 郎
理 事 久 米 順 二
理 事 頼 富 一 則
理 事 平 井 義 則
理 事 竹 内 眞 澄
理 事 川 嵜 和 正
理 事 平 山 泉
理 事 景 平 真 明
理 事 日 髙 光 明
理 事 竹 田 和 昭
理 事 嘉手納 良 博
理 事 奈良岡 修 一
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令和２年度事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び損失処理案は、

上記のとおりであります。

令和３年６月３０日

全国漁業信用基金協会

理 事 長 武 部 勤
副理事長 阿 部 国 雄
副理事長 山 口 保 美
副理事長 半 田 亮 司
専務理事 藤 井 富美雄
常務理事 吉 井 正 行
理 事 木 村 嘉 人
理 事 山 本 健 藏
理 事 加 賀 山 祐
理 事 野 﨑 哲
理 事 髙 濱 芳 明
理 事 山 﨑 明 人
理 事 小 澤 好 春
理 事 鈴 木 清
理 事 小 田 政 市
理 事 川 口 哲
理 事 笹 原 丈 光
理 事 岡 田 元
理 事 永 富 洋 一
理 事 平 野 仁 彦
理 事 二 宮 浩 司
理 事 西 川 順之輔
理 事 岡 修
理 事 小 磯 富 男
理 事 嶋 田 栄 人
理 事 景 山 一 夫
理 事 松 尾 秀 孝
理 事 平 田 晋 也
理 事 田 原 英 則
理 事 後 藤 敏 郎
理 事 久 米 順 二
理 事 頼 富 一 則
理 事 平 井 義 則
理 事 竹 内 眞 澄
理 事 川 嵜 和 正
理 事 平 山 泉
理 事 景 平 真 明
理 事 日 髙 光 明
理 事 竹 田 和 昭
理 事 嘉手納 良 博
理 事 奈良岡 修 一

独立監査人の監査報告書 

2021 年５⽉ 26 ⽇ 
全国漁業信⽤基⾦協会 
理事長 武 部  勤 殿 

アルティメイト監査法人 

東京都 千代⽥区 

 代 表 社 員 
公認会計士 ⽥ 所 貴 広 ○印  

 業務執行社員 

＜財務諸表監査＞ 
監査意⾒ 

当監査法⼈は、中⼩漁業融資保証法第 33 条の２の規定に基づき、全国漁業信⽤基⾦協会
の 2020 年４⽉１⽇から 2021 年３⽉ 31 ⽇までの 2020 年度の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、重要な会計⽅針及びその他の注記について監査を⾏った。 

当監査法⼈は、上記の財務諸表が、すべての重要な点において、「中⼩漁業融資保証法」
及び「漁業信⽤基⾦協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令」
（以下「法令」という。）並びに定款に準拠して、作成されているものと認める。 
 
監査意⾒の根拠 

当監査法⼈は、我が国において⼀般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を⾏った。監査の基準における当監査法⼈の責任は、「財務諸表監査における監査⼈の責任」
に記載されている。当監査法⼈は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、全国漁
業信⽤基⾦協会から独⽴しており、また、監査⼈としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法⼈は、意⾒表明の基礎となる⼗分かつ適切な監査証拠を⼊⼿したと判断して
いる。 
 
財務諸表に対する理事者及び監事の責任 

理事者の責任は、法令及び定款に準拠して財務諸表を作成することにある。これには、不
正⼜は誤謬による重要な虚偽表⽰のない財務諸表を作成するために理事者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運⽤することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、理事者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、法令及び定款に基づいて継続企業に関する事項を開⽰
する必要がある場合には当該事項を開⽰する責任がある。 

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運⽤における理事者の職務の執⾏を監視す
ることにある。 
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財務諸表監査における監査⼈の責任 
監査⼈の責任は、監査⼈が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正⼜は誤

謬による重要な虚偽表⽰がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独⽴の⽴場から財務諸表に対する意⾒を表明することにある。虚偽表⽰は、不正⼜は誤謬
により発⽣する可能性があり、個別に⼜は集計すると、財務諸表の利⽤者の意思決定に影響
を与えると合理的に⾒込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査⼈は、我が国において⼀般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専⾨家としての判断を⾏い、職業的懐疑⼼を保持して以下を実施する。 
・ 不正⼜は誤謬による重要な虚偽表⽰リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表⽰

リスクに対応した監査⼿続を⽴案し、実施する。監査⼿続の選択及び適⽤は監査⼈の判断
による。さらに、意⾒表明の基礎となる⼗分かつ適切な監査証拠を⼊⼿する。 

・ 財務諸表監査の⽬的は、内部統制の有効性について意⾒表明するためのものではない
が、監査⼈は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査⼿続を⽴案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 理事者が採⽤した会計⽅針及びその適⽤⽅法の適切性、並びに理事者によって⾏われた
会計上の⾒積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 理事者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
⼊⼿した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を⽣じさせるような事象⼜は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、⼜は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、
財務諸表に対して除外事項付意⾒を表明することが求められている。監査⼈の結論は、監
査報告書⽇までに⼊⼿した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、基⾦協
会は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 財務諸表の表⽰及び注記事項が、法令及び定款に準拠しているかどうかを評価する。 
監査⼈は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発⾒事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を⾏う。 
 
＜中⼩漁業融資保証法が要求する事業報告書、財産⽬録及び損失処理案に対する意⾒＞ 
事業報告書、財産⽬録及び損失処理案に対する監査意⾒ 

当監査法⼈は、中⼩漁業融資保証法第 33 条の２の規定に基づき、全国漁業信⽤基⾦協会
の 2020 年４⽉１⽇から 2021 年３⽉ 31 ⽇までの 2020 年度の事業報告書（会計に関する部
分に限る。）、財産⽬録及び損失処理案について監査を⾏った。なお、事業報告書について監
査の対象とした会計に関する部分は、事業報告書に記載されている事項のうち会計帳簿の
記録に基づく記載部分である。 
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当監査法⼈は、 
(1) 事業報告書（会計に関する部分に限る。）に記載されている事項が、法令及び定款に

従い全国漁業信⽤基⾦協会の状況を正しく⽰しているものと認める。 
(2) 財産⽬録が、貸借対照表及び会計帳簿と合致しているものと認める。 
(3) 損失処理案が、法令及び定款に適合しているものと認める。 

 
事業報告書、財産⽬録及び損失処理案に対する理事者及び監事の責任 

理事者の責任は、法令及び定款に準拠した事業報告書（会計に関する部分に限る。）を作
成し基⾦協会の状況を正しく⽰すこと、貸借対照表及び会計帳簿と合致した財産⽬録を作
成すること並びに法令及び定款に適合した損失処理案を作成することにある。 

監事の責任は、事業報告書（会計に関する部分に限る。）、財産⽬録及び損失処理案作成プ
ロセスの整備及び運⽤における理事者の職務の執⾏を監視することにある。 
 
事業報告書、財産⽬録及び損失処理案に対する監査における監査⼈の責任 

監査⼈の責任は、事業報告書（会計に関する部分に限る。）が法令及び定款に準拠して作
成され基⾦協会の状況を正しく⽰しているか、財産⽬録が貸借対照表及び会計帳簿と合致
しているか並びに損失処理案が法令及び定款に適合しているかについて意⾒を表明するこ
とにある。 
 
利害関係 

基⾦協会と当監査法⼈⼜は業務執⾏社員との間には、公認会計⼠法の規定により記載す
べき利害関係はない。 

以  上 
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令和２年度決算監査意見書（全体） 

 

Ⅰ 監査の日時、場所及び監査した監事 

本 所 ・ 支 所 別 場 所 年  月  日 監査した監事 

全国漁業信用基金協会 当事務所 令和３年５月２６日 金 野 正 明 

全国漁業信用基金協会本所 〃 令和３年５月２６日 金 野 正 明 

全国漁業信用基金協会北海道支所 〃 令和３年５月２４日 菊 地 英 治  

全国漁業信用基金協会青森支所 〃 令和３年５月２６日 清 藤   進 

全国漁業信用基金協会岩手支所 〃 令和３年５月１７日 金 野 正 明 

全国漁業信用基金協会秋田支所 〃 令和３年５月１７日 藤 嶋   茂 

全国漁業信用基金協会山形支所 〃 令和３年５月１７日 髙 橋 和 博 

全国漁業信用基金協会福島支所 〃 令和３年５月１４日 鈴 木 忠 義 

全国漁業信用基金協会茨城支所 〃 令和３年５月１８日 八 角 直 道 

全国漁業信用基金協会千葉支所 〃 令和３年５月１４日 小栗山  喜一郎 

全国漁業信用基金協会東京支所 〃 令和３年５月１４日 塚 本   亨 

全国漁業信用基金協会神奈川支所 〃 令和３年５月２１日 鵜 飼 俊 行 

全国漁業信用基金協会新潟支所 〃 令和３年５月１７日 土 屋 貞 男 

全国漁業信用基金協会富山支所 〃 令和３年５月２７日 油 本 憲太郎 

全国漁業信用基金協会石川支所 〃 令和３年５月１９日 松 任 友 典 

全国漁業信用基金協会静岡支所 〃 令和３年５月１８日 牧   庸之輔 

全国漁業信用基金協会愛知支所 〃 令和３年５月１９日 鈴 木 惣 和 

全国漁業信用基金協会三重支所 〃 令和３年５月２７日 三 鬼   晃 

全国漁業信用基金協会福井支所 〃 令和３年５月１４日 木 邑 康 和 

全国漁業信用基金協会滋賀支所 〃 令和３年５月１９日 澤 田 宣 雄 

全国漁業信用基金協会京都支所 〃 令和３年５月２１日 石 倉 尚 正 

全国漁業信用基金協会大阪支所 〃 令和３年５月２１日 三 好 正 広 

全国漁業信用基金協会兵庫支所 〃 令和３年５月２５日 橋 本 幹 也 

全国漁業信用基金協会和歌山支所 〃 令和３年５月２５日 松 村 德 夫 

全国漁業信用基金協会鳥取支所 〃 令和３年５月１７日 長 戸   清 

全国漁業信用基金協会島根支所 〃 令和３年５月１７日 中 東 達 夫 

全国漁業信用基金協会岡山支所 〃 令和３年５月１７日 萱 野 泰 久 

全国漁業信用基金協会広島支所 〃 令和３年５月１８日 伊 藤 富美雄 

全国漁業信用基金協会山口支所 〃 令和３年５月２６日 山 田 歳 彦 

全国漁業信用基金協会徳島支所 〃 令和３年５月１８日 東   照 千 

全国漁業信用基金協会香川支所 〃 令和３年５月２１日 冨 永   征 

全国漁業信用基金協会愛媛支所 〃 令和３年５月２７日 猪 野 直 人 

全国漁業信用基金協会高知支所 〃 令和３年５月１７日 佐 治 仙 教 

全国漁業信用基金協会福岡支所 〃 令和３年５月２７日 門 田 孝 一 

全国漁業信用基金協会佐賀支所 〃 令和３年５月２８日 柴 山 雅 洋 

全国漁業信用基金協会熊本支所 〃 令和３年５月１８日 南 本 健 成 

全国漁業信用基金協会大分支所 〃 令和３年５月１７日 鳴 海 盛 彦 

全国漁業信用基金協会宮崎支所 〃 令和３年５月２６日 甲 斐 俊 光 

全国漁業信用基金協会鹿児島支所 〃 令和３年５月２１日 久木留 秀 行 

全国漁業信用基金協会沖縄支所 〃 令和３年５月１８日 山入端 孝 雄 
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令和２年度決算監査意見書（全体） 
 
Ⅰ 監査の日時、場所及び監査した監事 

本 所 ・ 支 所 別 場 所 年  月  日 監査した監事 
全国漁業信用基金協会 当事務所 令和３年５月２６日 金 野 正 明 
全国漁業信用基金協会本所 〃 令和３年５月２６日 金 野 正 明 
全国漁業信用基金協会北海道支所 〃 令和３年５月２４日 菊 地 英 治  
全国漁業信用基金協会青森支所 〃 令和３年５月２６日 清 藤   進 
全国漁業信用基金協会岩手支所 〃 令和３年５月１７日 金 野 正 明 
全国漁業信用基金協会秋田支所 〃 令和３年５月１７日 藤 嶋   茂 
全国漁業信用基金協会山形支所 〃 令和３年５月１７日 髙 橋 和 博 
全国漁業信用基金協会福島支所 〃 令和３年５月１４日 鈴 木 忠 義 
全国漁業信用基金協会茨城支所 〃 令和３年５月１８日 八 角 直 道 
全国漁業信用基金協会千葉支所 〃 令和３年５月１４日 小栗山  喜一郎 
全国漁業信用基金協会東京支所 〃 令和３年５月１４日 塚 本   亨 
全国漁業信用基金協会神奈川支所 〃 令和３年５月２１日 鵜 飼 俊 行 
全国漁業信用基金協会新潟支所 〃 令和３年５月１７日 土 屋 貞 男 
全国漁業信用基金協会富山支所 〃 令和３年５月２７日 油 本 憲太郎 
全国漁業信用基金協会石川支所 〃 令和３年５月１９日 松 任 友 典 
全国漁業信用基金協会静岡支所 〃 令和３年５月１８日 牧   庸之輔 
全国漁業信用基金協会愛知支所 〃 令和３年５月１９日 鈴 木 惣 和 
全国漁業信用基金協会三重支所 〃 令和３年５月２７日 三 鬼   晃 
全国漁業信用基金協会福井支所 〃 令和３年５月１４日 木 邑 康 和 
全国漁業信用基金協会滋賀支所 〃 令和３年５月１９日 窪 田 雄 二 
全国漁業信用基金協会京都支所 〃 令和３年５月２１日 石 倉 尚 正 
全国漁業信用基金協会大阪支所 〃 令和３年５月２１日 三 好 正 広 
全国漁業信用基金協会兵庫支所 〃 令和３年５月２５日 橋 本 幹 也 
全国漁業信用基金協会和歌山支所 〃 令和３年５月２５日 松 村 德 夫 
全国漁業信用基金協会鳥取支所 〃 令和３年５月１７日 長 戸   清 
全国漁業信用基金協会島根支所 〃 令和３年５月１７日 中 東 達 夫 
全国漁業信用基金協会岡山支所 〃 令和３年５月１７日 萱 野 泰 久 
全国漁業信用基金協会広島支所 〃 令和３年５月１８日 伊 藤 富美雄 
全国漁業信用基金協会山口支所 〃 令和３年５月２６日 山 田 歳 彦 
全国漁業信用基金協会徳島支所 〃 令和３年５月１８日 東   照 千 
全国漁業信用基金協会香川支所 〃 令和３年５月２１日 冨 永   征 
全国漁業信用基金協会愛媛支所 〃 令和３年５月２７日 猪 野 直 人 
全国漁業信用基金協会高知支所 〃 令和３年５月１７日 佐 治 仙 教 
全国漁業信用基金協会福岡支所 〃 令和３年５月２７日 門 田 孝 一 
全国漁業信用基金協会佐賀支所 〃 令和３年５月２８日 柴 山 雅 洋 
全国漁業信用基金協会熊本支所 〃 令和３年５月１８日 南 本 健 成 
全国漁業信用基金協会大分支所 〃 令和３年５月１７日 鳴 海 盛 彦 
全国漁業信用基金協会宮崎支所 〃 令和３年５月２６日 甲 斐 俊 光 
全国漁業信用基金協会鹿児島支所 〃 令和３年５月２１日 久木留 秀 行 
全国漁業信用基金協会沖縄支所 〃 令和３年５月１８日 山入端 孝 雄 

 

 
Ⅱ 監査した事項 

令和２年度決算に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理

案、その他関係帳票書類 
Ⅲ 監査に立ち会った役職員の氏名 

本 所 専務理事 藤井富美雄、常務理事 吉井正行、経理課課長補佐 吉田一栄、

企画推進室室長 菊地真行、資金運用室室長 浜井 淳、資金運用室室長補

佐 渡辺浩二 
支 所 各支所の担当理事、所長（副所長）、その他職員

Ⅳ 監査の方法 
（1） 監事は、理事及び職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると

ともに、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等から職務の執行状況を聴取し

重要な決裁書類等を閲覧し、本所及び各支所の事務所において、業務及び財産の状況を

調査し業務執行の妥当性を検討しました。 
（2） さらに会計帳簿等の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（財産目録、貸借対照表、

損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案、その他関係帳票書類）につき検討を加えま

した。 
Ⅴ 監査の意見 
（1） 財産目録、貸借対照表、損益計算書は、協会の財産及び損益の状況を正しく示している

ものと認めます。 
（2） 剰余金処分案又は損失処理案は、法令及び定款に適合し、かつ、協会財産の状況その他

事情に照らし、指摘すべき事項は認められません。 
（3） 事業報告、その他関係帳票書類は、法令及び定款に従い、協会の状況を正しく示してい

るものと認めます。 
（4） 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め

られません。 
Ⅵ その他 
（1） 全国協会は、本所及び３８支所で構成する大きな組織であることから、本・支所間のコ

ミュニケーションをより一層深め、各種情報等が支所に正確に伝わるようお願いしたい。 
（2） ユニゾホールディングスの社債に係る時価評価額が大幅に下落したことにより、経営基

盤に影響が出たことから、有価証券の運用に当たっては、市場の動向等、的確な情報収

集を図り、今後、係ることのないよう充分に注意をして、適切な管理運用に努められた

い。 
（3） 同社債を購入し運用していた債券を減損処理した本所・５支所においては、役員及び会

員への説明責任を果たし、理解が得られるよう努められたい。 
 
 

令和３年６月３日 
 
 

全国漁業信用基金協会 
理事長 武 部 勤 殿 
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全国漁業信用基金協会 

 

   代 表 監 事 金 野 正 明  ㊞ 副代表監事 柴 山 雅 洋 ㊞ 

 

副代表監事 猪 野 直 人 ㊞ 副代表監事 伊  藤  富美雄 ㊞ 

 

副代表監事 橋 本 幹 也 ㊞ 副代表監事 松 任 友 典 ㊞ 

 

監 事 菊 地 英 治 ㊞ 監 事 藤 嶋 茂 ㊞

 

監 事 髙 橋 和 博 ㊞ 監 事 鈴 木 忠 義 ㊞

監 事 八 角 直 道 ㊞ 監 事 小栗山 喜一郎 ㊞

監 事 塚 本 亨 ㊞ 監 事 鵜  飼  俊  行 ㊞ 

監 事 土 屋 貞 男 ㊞ 監 事 油 本 憲太郎 ㊞

監 事 牧 庸之輔 ㊞ 監 事 鈴 木 惣 和 ㊞

監 事 三 鬼 晃 ㊞ 監 事 木 邑 康 和 ㊞

 

監 事 澤 田 宣 雄 ㊞ 監 事 石 倉 尚 正 ㊞ 

 

監 事 三 好 正 広 ㊞ 監 事 松 村 德 夫 ㊞ 

 

監 事 長 戸 清 ㊞ 監 事 中 東 達 夫 ㊞ 

 

監 事 萱 野 泰 久 ㊞ 監 事 山 田 歳 彦 ㊞
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全国漁業信用基金協会 

 

   代 表 監 事 金 野 正 明  ㊞ 副代表監事 柴 山 雅 洋 ㊞ 

 

副代表監事 猪 野 直 人 ㊞ 副代表監事 伊  藤  富美雄 ㊞ 

 

副代表監事 橋 本 幹 也 ㊞ 副代表監事 松 任 友 典 ㊞ 

 

監 事 菊 地 英 治 ㊞ 監 事 藤 嶋 茂 ㊞

 

監 事 髙 橋 和 博 ㊞ 監 事 鈴 木 忠 義 ㊞

監 事 八 角 直 道 ㊞ 監 事 小栗山 喜一郎 ㊞

監 事 塚 本 亨 ㊞ 監 事 鵜  飼  俊  行 ㊞ 

監 事 土 屋 貞 男 ㊞ 監 事 油 本 憲太郎 ㊞

監 事 牧 庸之輔 ㊞ 監 事 鈴 木 惣 和 ㊞

監 事 三 鬼 晃 ㊞ 監 事 木 邑 康 和 ㊞

 

監 事 澤 田 宣 雄 ㊞ 監 事 石 倉 尚 正 ㊞ 

 

監 事 三 好 正 広 ㊞ 監 事 松 村 德 夫 ㊞ 

 

監 事 長 戸 清 ㊞ 監 事 中 東 達 夫 ㊞ 

 

監 事 萱 野 泰 久 ㊞ 監 事 山 田 歳 彦 ㊞

監 事 東 照 千 ㊞ 監 事 冨 永 征 ㊞

監 事 佐 治 仙 教 ㊞ 監 事 門 田 孝 一 ㊞

 

監 事 南 本 健 成 ㊞ 監 事 鳴 海 盛 彦 ㊞ 

 

監 事 甲 斐 俊 光 ㊞ 監 事 久木留 秀 行 ㊞ 

 

監 事 山入端 孝 雄 ㊞ 監 事 清 藤 進 ㊞ 
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